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Ⅰ 奈良国道事務所の概要 
（１）概要 

奈良国道事務所は、奈良県内において高規格幹線道路の京奈和
け い な わ

自動車道大和北
や ま と き た

道路およ

び大和
や ま と

御所
ご せ

道路、国道２５号の名阪
め い は ん

道路（名阪
めいはん

国道）及び斑鳩
い か る が

バイパス、国道１６５号

大和高田
や ま と た か だ

バイパス、香芝
か し ば

柏原
か し わ ら

改良、並びに権限代行として国道１６８号長
な が

殿
と の

道路、国道１

６８号五條
ご じ ょ う

新宮
し ん ぐ う

道路（風屋
か ぜ や

川津
か わ つ

・宇
う

宮原
ぐ わ ら

工区）、国道１６８号十津川
と つ か わ

道路（Ⅱ期）、国道１６

９号伯
お

母峯
ば み ね

峠
とうげ

道路の改築事業および道路事業を実施している。また、国道２４号・２５号・

１６３号・１６５号の４路線（管理実延長約１５０㎞）の維持修繕事業、交通安全対策事

業、沿道環境改善事業、無電柱化推進事業および道路管理業務を実施している。 

道路は、地域を活性化させ、地域の生活とあらゆる社会経済活動を支える社会資本であ

ることを念頭に、当事務所では、関係機関と連携を図りながら体系的かつ計画的に県内の

直轄国道の整備および管理を実施している。 
 

〔沿革〕 

昭和 ７年 ９月 内務省大阪土木出張所奈良国道改良事務所として設置 

 ２６年 － 建設省近畿地方建設局大和工事事務所に名称変更 

 ２８年 ５月 高田工事事務所（道路）、大和川工事事務所（河川）に分割 

 ３２年 ４月 高田国道工事事務所に名称変更 

 ３３年 ６月 大和高田国道工事事務所に名称変更 

 ３９年 ２月 奈良国道工事事務所に名称変更 

平成 １３年 １月 国土交通省近畿地方整備局奈良国道工事事務所に名称変更 

 １５年 ４月 奈良国道事務所に名称変更、現在に至る 

 

（２）組織 

  

 
令和３年４月１日時点 
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Ⅱ 管内道路の概要 

（１）指定区間 

路線名 
延 長（km） 区  間 

担当出張所 
総延長 重複延長 実延長 起終点 箇  所 

24 号 

（13.7） 
（ 7.9） 
（13.7） 

52.6 

（     0） 
（     0） 
（     0） 
      0 

（13.7） 
（ 7.9） 
（13.7） 
52.6 

起点 

（天理市南六条町元六条方
みなみろくじょうちょうもとろくじょうかた

170番2） 

（五條市居傳
い で

町
ちょう

781番1） 

（橿原
かしはら

市
し

新堂
しんどう

町
ちょう

39番1） 

奈良市歌姫町
うたひめちょう

1865番3 奈良維持出張所 

橿原維持出張所 

終点 

（橿原
かしはら

市
し

新堂
しんどう

町
ちょう

39番7） 

（五條市畑田
はたけだ

町
ちょう

63番1） 

（五條市居傳
い で

町
ちょう

895番1） 

五條市上野町
こうづけちょう

456番 

25 号 
（ 1.6）  

37.3 
（     0） 

2.8 
（ 1.6） 
 34.5 

起点 
（生駒郡斑鳩町

いかるがちょう

小吉田
こ よ し だ

2丁目8番1） 

奈良市針
はり

町
ちょう

245番1 奈良維持出張所 

橿原維持出張所 
終点 

（生駒郡斑鳩町
いかるがちょう

稲葉
いな ば

西
にし

2丁目422番2） 

北葛城郡王寺
きたかつらぎぐんおうじ

町
ちょう

藤井769番 

163 号 5.7 0 5.7 
起点 生駒市北田原町

きたたはらちょう

1957番1 
奈良維持出張所 

終点 生駒市鹿畑
しかはた

町
ちょう

56番1 

165 号 

（4.7） 
（1.9） 
18.8 

（   0） 
（   0） 

  5.2 

（4.7） 
（1.9） 
13.6 

起点 

（香芝
かし ば

市
し

穴
あな

虫
むし

2223番） 

（葛城
かつらぎ

市
し

太田
おお た

653番2） 

香芝
かし ば

市
し

田尻
たじ り

112番1 
橿原維持出張所 

終点 

（葛城
かつらぎ

市
し

大字當麻
たい ま

元
もと

當麻
たい ま

方
ほう

388番） 

（大和高田市大字曽
そ

大根
お ね

68番1） 

橿原
かしはら

市
し

八木町
やぎちょう

1丁目535番1 

計 
(43.5) 
114.4 

（     0） 
8.0 

（43.5） 
106.5 

  － 

※（ ）はダブル管理区間で外書とする。                       

 

令和３年４月１日時点 
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（２）主な事業実施経緯 
■[国道２４号] 〈起点〉京都市～〈終点〉和歌山県和歌山市 〈延長〉約 190km 

〈これまでの主な事業〉 

・奈良
な ら

バイパス（京都府木津川市市坂
いちさか

～大和郡山市伊豆
い ず

七条
しちじょう

町
ちょう

） 

（京都府境～大和郡山市発
はつ

志院
し い ん

町
ちょう

） ：昭和 59年 3 月 開通 

（大和郡山市発
はっ

志院
し い ん

町
ちょう

～伊豆
い ず

七条
しちじょう

町
ちょう

） ：平成 3年 4 月 開通 

・橿原
か し は ら

バイパス（大和郡山市伊豆
い ず

七条
しちじょう

町
ちょう

～橿原
かしはら

市
し

新堂
し ん ど う

町
ちょう

）   

（磯城
し き

郡
ぐん

田原本町
たわらもとちょう

十六面
じゅうろくせん

～橿原
かしはら

市
し

曲川町
まがりかわちょう

） ：昭和 59年 8 月  暫定開通 

（橿原
かしはら

市
し

曽我
そ が

町
ちょう

～橿原
かしはら

市
し

曲川町
まがりかわちょう

） ：平成元年 8 月  開通 

※平成４年度に京奈和
け い な わ

自動車道大和
や ま と

御所
ご せ

道路（大和
や ま と

区間）として事業化 

・京奈和
け い な わ

自動車道 大和
や ま と

御所
ご せ

道路(大和
や ま と

区間)（大和郡山市伊豆
い ず

七条
しちじょう

町
ちょう

～橿原
かしはら

市
し

新堂
しんどう

町
ちょう

） 

専用部（郡山
こおりやま

南
みなみ

IC～橿原
か し は ら

北
き た

IC 間） ：平成 18年４月  開通 

   （郡
こおり

山
やま

下
しも

ツ道
みち

JCT～郡山
こおりやま

南
みなみ

IC 間） ：平成 27年 3 月 開通 

一般部（橿原
かしはら

市
し

曲川町
まがりかわちょう

～新堂
しんどう

町
ちょう

） ：平成 16年 3 月   開通 

（橿原
かしはら

北
きた

IC～橿原
かしはら

市
し

曽我
そ が

町
ちょう

） ：平成 18年 4 月  開通 

（大和郡山市伊豆
い ず

七条
しちじょう

町
ちょう

～天理市二階堂北菅田町
に か い ど う き た す が た ち ょ う

） ：平成 18年 4 月  開通 

（天理市二階堂
に か い ど う

北菅田町
きたすがたちょう

～二階堂
に か い ど う

南菅田
みなみすがた

町
ちょう

） ：平成 18年 8 月  暫定開通 

（磯城郡
し き ぐ ん

川西町
かわにしちょう

大字
お お あ ざ

結崎
ゆ う ざ き

～同郡田原本町
た わ ら も と ち ょ う

大字十六面
じゅうろくせん

） ：平成 27年 3 月  暫定開通 

・京奈和
け い な わ

自動車道 大和
や ま と

御所
ご せ

道路(御所
ご せ

区間)（橿原
かしはら

市
し

新堂
しんどう

町
ちょう

～五條市居傳
い で

町
ちょう

） 

専用部（橿原
かしはら

高田
た か だ

IC～御所
ご せ

IC 間） ：平成 24年 3 月  暫定開通 

   （御所
ご せ

IC～御所
ご せ

南
みなみ

IC 間） ：平成 27年 3 月 暫定開通 

   （御所
ご せ

南
みなみ

IC～五條
ごじょう

北
きた

IC 間） ：平成 29年 8 月 暫定開通 

一般部（橿原
かしはら

市
し

川西町
かわにしちょう

～一町
かずちょう

） ：平成 31年 3 月 開通 

・京奈和
け い な わ

自動車道 五條
ごじょう

道路（五條市居傳
い で

町
ちょう

～和歌山県境） ：平成 18年 6 月  暫定開通 

■[国道２５号] 〈起点〉三重県四日市市
よ っ か い ち し

～〈終点〉大阪市 〈延長〉約 260km 
〈これまでの主な事業〉 

・名阪
め い は ん

道路（名阪
め い は ん

国道）（山辺郡
や ま べ ぐ ん

山添村
やまぞえむら

遅
おそ

瀬
せ

～天理市櫟本
いちのもと

町
ちょう

） ：昭和 40 年 12 月 暫定開通 

 ：昭和 52 年 10 月 開通 

・斑鳩
いかるが

バイパス（生駒郡斑鳩
いかるが

町
ちょう

幸前
こうぜん

～龍田
た つ た

） 

延長 0.4km（モデル区間：生駒郡斑鳩
いかるが

町
ちょう

小吉田
こ よ し だ

間） ：平成 16年 3 月  開通 

延長 0.7km（生駒郡斑鳩
いかるが

町
ちょう

小吉田
こ よ し だ

～稲葉
い な ば

西
に し

間）  ：平成 26年 3 月  開通 

延長 0.4km（生駒郡斑鳩
いかるが

町
ちょう

稲葉
いなば

西
にし

～龍田
たつた

西
にし

間） ：令和 2年 8 月 開通 

■[国道１６３号] 〈起点〉大阪市～〈終点〉三重県津市   〈延長〉約 120km 
〈これまでの主な事業〉 

・一次改築（山城
や ま し ろ

国道：大阪府境～京都府境） ：昭和 44年度 開通 

■[国道１６５号] 〈起点〉大阪市～〈終点〉三重県津市   〈延長〉約 150km 
〈これまでの主な事業〉 

・大和高田
や ま と た か だ

バイパス（香芝
か し ば

市
し

穴
あ な

虫
む し

～橿原
かしはら

市
し

四条
しじょう

町
ちょう

）   

平面部（香芝
か し ば

市
し

穴
あな

虫
むし

～葛城
かつらぎ

市
し

當麻
た い ま

元
もと

當麻
た い ま

方
ほう

間）  ：平成 7年 7 月   開通 

高架部側道部（葛城
かつらぎ

市
し

太田
お お た

～橿原
かしはら

市
し

四条
しじょう

町
ちょう

間） ：平成 15年 3 月  開通 

高架部専用部（      〃      ） ：平成 15年 11 月 開通 
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Ⅲ 令和３年度事業概要 
令和３年度は、「国民の安全・安心の確保」、「力強く持続的な経済成長の実現」及び「豊か

な暮らしの礎となる地域づくり」の主要分野を実現するため、集中的にスピード感を持って

効果的かつ効率的に道路整備を進める。 

近畿の骨格を形成するとともに、県内の今後５か年の道路整備の方向を示す「道路整備基

本計画（H26.7；奈良県策定）」に「骨格幹線道路ネットワーク」として位置づけられている

京奈和
け い な わ

自動車道（国道２４号）の整備や、十津川
と つ か わ

道路（Ⅱ期）等の災害に強い道路の整備を

進める。 

 
 

１． 国民の安全・安心の確保 

（１）災害時における人流・物流の確保 

改築事業 

169 伯母
お ば

峯
み ね

峠
とうげ

道路 延長 2.9 ㎞ 

伯母
お ば

峯
み ね

峠
とうげ

道路は、新伯母峯トンネルの老朽化および平成１９年１月の法面崩壊において

甚大な被害が発生したことを受け、当該区間の抜本的対策として計画、平成２８年度に直

轄権限代行として事業化し、トンネルを主体とした延長約３km のバイパス道路である。 

本年度は、伯母
お ば

谷
だに

～西原
にしはら

地区間の環境調査、構造物等設計、用地買収、および橋梁上下

部工事を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 標準断面図 （単位：ｍ） 

（トンネル部） 

（橋梁部） 
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震災対策 
  災害発生時における被害を軽減し、円滑かつ迅速な応急活動を支援するために、橋梁に

ついて耐震補強を重点的に実施する。 

  ～令和３年度の主な事業～ 

■橋梁の耐震工事 

    国道２４号 帰
き

仁
じ ん

橋          国道１６５号 新庄
しんじょう

高架橋  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     

 

 

対策イメージ 

 

 

 

 

 

 

 
 

橋梁 耐震補強前                            橋梁 耐震補強後 

 

無電柱化推進事業 

無電柱化により、災害時における緊急輸送道路の確保、並びに安全で快適な歩行空間の

確保を図るとともに、良好な景観を形成するために本年度は以下の整備を実施します。 

 

①国道２４号 奈良バイパス電線共同溝（奈良県奈良市・大和郡山市） 

②国道２５号 筒井
つ つ い

電線共同溝（奈良県大和郡山市） 
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（２）将来を見据えたインフラ老朽化対策の推進 

橋梁の耐震・舗装の修繕 
道路を常に良好な状態に保ち、道路を利用者に対し安全・安心に通行していただけるよ

う、舗装の損傷補修を実施する。橋梁については大規模地震による重大な損傷を防止する

ため耐震補強を重点的に実施する。 

 ～令和３年度の主な事業～ 

■舗装の修繕 

    国道２５号 名阪国道舗装（福住
ふくずみ

町） 他 

■橋梁の耐震工事 

    国道２４号 帰
き

仁
じ ん

橋、国道１６５号 新庄
しんじょう

高架橋 他 

 

（３）踏切や通学路等における交通の安全対策の推進 
交通事故重点対策事業・交通安全施設等整備事業（一種） 

交通事故重点歩道・自転車歩行者道の整備 

  歩行者・自転車の安全で快適な空間の確保を目的に、歩道・自転車歩行者道の整備を 

実施します。 

  ～令和３年度実施事業～ 

■奈良２４号交通安全対策 

橿原
かしはら

地区歩道拡幅           ７００ｍ（奈良県橿原
かしはら

市
し

） 

五條
ごじょう

本町
ほんまち

地区歩道設置         ３００ｍ（奈良県五條市） 

五條
ごじょう

本町
ほんまち

地区歩道設置（４工区）    ５５０ｍ（奈良県五條市） 

■奈良２５号交通安全対策 

天理
て ん り

地区歩道整備           １００ｍ（奈良県天理市） 

筒井
つ つ い

地区歩道整備           ４００ｍ（奈良県大和郡山市） 

■奈良１６３号交通安全対策 

高
たか

山
やま

地区歩道整備           ４００ｍ（奈良県生駒市） 

■奈良１６５号交通安全対策 

下田
し も だ

地区歩道整備           ４００ｍ（奈良県香芝
か し ば

市
し

） 

磐
いわ

築
つき

地区歩道整備           ８００ｍ（奈良県大和高田市） 

大東
おおひがし

地区歩道整備           ３００ｍ（奈良県大和高田市） 

 

≪歩道整備の対策事例≫ 

【国道２４号 五條
ご じ ょ う

本町
ほ ん ま ち

地区歩道設置事業】 

五條市内の国道２４号は､交通量が多く､国道に近接して民家等が連なる見通しが悪い 

歩道未整備区間であり、沿道からの出入時における接触、衝突事故が発生するなど危険 

な状態となっていることから、安全性の向上、歩行空間を確保するために、歩道を整備 

します。 

令和３年度は、工事を実施します。 
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交通事故重点対策事業・交通安全施設等整備事業（二種） 

① 舗装の改良 

■名阪国道滑り止め舗装事業（奈良県奈良市） 

② 区画線の整備 

■国道２４号 区画線設置事業（奈良県奈良市他） 他３路線 

③ 防護柵の整備 

■国道２４号 防護柵設置事業（奈良県奈良市他） 他３路線 

④ 道の駅の整備 

■国道２５号 道の駅「針
はり

Ｔ
て

・Ｒ
ら

・Ｓ
す

」リニューアル事業（奈良県奈良市） 

■国道２４号 道の駅「レスティ唐
から

古
こ

・鍵
かぎ

」リニューアル事業（奈良県磯城郡田原本町） 

  

現況写真             整備イメージ 
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暮らしを守る道路の管理 

① 道路敷地の管理 

道路敷地を適切に管理するために、道路に隣接する民地との境界明示を行う等、土地に

関する業務を実施する。 
 

② 道路に関する許認可等事務 

道路の適切な利用を推進するため、道路法に基づく道

路占用、道路損傷事故対応等の業務を実施する。また、

これらの違反について指導を実施する。 

 

 

③ 道路の維持管理 

道路を常時良好な状態に保ち安全な交通を確保するた

め、道路の異常や損傷等の危険要因を早期発見できるよう、

道路パトロールを実施する。 

 

 

 

④ 雪害対策 

路面凍結によるスリップ事故を防止するための凍結防止剤（塩化ナトリウム）の散布や、

積雪時の除雪作業を実施し、冬期における通行を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

   凍結防止剤散布状況     凍結防止剤散布状況       除雪状況 

 

⑤ 清掃・植栽管理 

道路を常時良好な状態に保ち安全な交通を確保するため、路面および排水施設の清掃、

除草、植栽剪定など維持管理を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

排水施設清掃          植栽剪定状況 

道路損傷事故発生の状況 

道路パトロール 
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標準断面図 （単位：ｍ） 

〔奈良ＩＣ（仮称）～郡山
こおりやま

下ツ道
し も つ み ち

ＪＣＴ間〕 

（橋梁部） 
（土工部） 〔奈良北ＩＣ（仮称）～奈良ＩＣ（仮称）間〕 

（トンネル部） 

 

２． 持続的な経済成長の実現 

（１）効率的な物流ネットワークの強化 

24 京奈和
け い な わ

自動車道  

京奈和
け い な わ

自動車道は、京都・奈良・和歌山を結ぶ延長約 120km の高規格幹線道路である。 

本道路は、近畿大都市圏の外郭環状として、既存の幹線道路とネットワークを形成し、

大都市圏での時間短縮、京都～奈良～和歌山の拠点都市の連携強化を図る。 

また、県内の交流の促進や国道２４号の渋滞緩和、交通事故の減少、走行時間の短縮、

定時性の確保など、地域活性化に寄与する役割を担う。 

奈良県内では、大和北
や ま と き た

道路、大和
や ま と

御所
ご せ

道路（大和
や ま と

区間、御所
ご せ

区間）、五條
ご じ ょ う

道路より構成さ

れる。 

■大和北
やまときた

道路    延長 12.4km 

大和北
や ま と き た

道路は、木津
き づ

ＩＣ付近を起点とし、県庁所在地で

ある奈良市および中核都市である大和郡山市の２市を通過

し、大和
や ま と

御所
ご せ

道路および西名
に し め い

阪
は ん

自動車道に接続する延長約

12.4km の区間である。 

本道路は、奈良県域が平成２０年３月、京都府域が平成

２０年４月にそれぞれ都市計画決定がなされた。 

奈良ＩＣ（仮称）～郡
こおり

山下ツ道
や ま し も つ み ち

ＪＣＴ間の 6.3km が平成

２１年３月に事業化された。本年度は、水文調査、埋蔵文

化財調査、道路設計、橋梁設計、用地調査、用地買収、公

共移設補償、改良工事、および橋梁下部工事を推進する。 

奈良北ＩＣ（仮称）～奈良ＩＣ（仮称）間の 6.1km が平

成３０年４月に新規事業化され、本年度は、地元協議、関

係機関協議、地質調査、水文調査、道路設計、橋梁設計、

トンネル設計を推進するとともに用地買収を進める。 

また、平成３０年４月から大和北
や ま と き た

道路全線において、公

共事業と有料事業との合併施行方式を導入している。 

概要

Ｅ24 

Ｅ24 
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■大和
や ま と

御所
ご せ

道路    延長 27.2 ㎞ 

大和
や ま と

御所
ご せ

道路は、大和
や ま と

区間と御所
ご せ

区間からなる

専用部と一般部から構成される約 27km の高規格

幹線道路である。 

大和
や ま と

区間は、郡
こおり

山
や ま

下
し も

ツ
つ

道
み ち

ＪＣＴを起点とし奈良

県下の中核都市である大和郡山市、橿原
かしはら

市
し

を含む

３市３町を通過し、大和高田
や ま と た か だ

バイパスに接続する

約 14km の道路である。 

御所
ご せ

区間は、大和高田
や ま と た か だ

バイパスを起点とし橿原
かしはら

市
し

、大和高田市、御所市
ご せ し

、五條市の４市を通過し、

五條
ご じ ょ う

道路に接続する約 13km の区間である。 

大和
や ま と

区間は、平成１８年度までに郡山
こおりやま

南
みなみ

ＩＣ～

橿原
かしはら

北
きた

ＩＣまでの専用部 7.8km 及び一般部 9.2km

が開通し、平成２７年３月には郡山下ツ道
こ お り や ま し も つ み ち

ＪＣＴ

～郡山
こおりやま

南
みなみ

ＩＣ間の専用部 1.6km と天理
て ん り

王寺
お う じ

線～

桜井
さくらい

田原本
た わ ら も と

王寺
お う じ

線間の一般部 3.5km が開通した。

また、（仮称）橿原ＪＣＴ大阪方面接続ランプに

ついては、令和８年春開通予定である。 

本年度は、大和
や ま と

区間において地質調査、水文調査、

埋蔵文化財調査、道路設計、橋梁設計、用地調査、

用地買収、公共移設補償、事業損失補償、改良工

事、および橋梁上下部工事を推進する。 

御所
ご せ

区間は、平成２４年３月に橿原
かしはら

高田
た か だ

ＩＣ～

御所
ご せ

ＩＣ区間の専用部 3.7km が２車線で開通し、

平成２７年３月には御所
ご せ

ＩＣ～御所
ご せ

南
みなみ

ＩＣ間の

2.5km が開通、平成２９年８月には御所
ご せ

南
みなみ

ＩＣ～

五條
ごじょう

北
きた

ＩＣ間の 7.2km が開通し、全区間が暫定２

車線で供用済みである。本年度は、御所
ご せ

区間にお

いて、環境調査、水文調査を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

概要

標準断面
（単位：ｍ） 

（標準部） 
（環境施設帯設置部） 

（高架部） （土工部） （トンネル部） 

〔大和区間〕 

〔御所区間〕 

Ｅ24 
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■渋滞対策 

付加車線整備・右折レーン延伸 

  交通事故の削減や渋滞の解消を目的に、付加車線整備及び右折レーンの延伸による対策

を推進します。 

  ～令和３年度実施事業～ 

■奈良２４号 

 ・四条
しじょう

大路
お お じ

～柏木
かしわぎ

地区付加車線整備 １４００ｍ（奈良県奈良市） 

    ・葛本
くずもと

町
ちょう

交差点【北行】右折レーン延伸 （奈良県橿原市） 

 

３． 豊かで活力ある地方の形成と多核連携型の国づくり 

地域・拠点の連携を促す道路ネットワークの整備等 

168 長
な が

殿
と の

道路 延長 2.7 ㎞ 

長
な が

殿
ど の

道路は、平成２３年９月の紀伊半島大水害において甚大な被害が発生したことを受

け、当該区間の抜本的対策として計画、平成２４年度に直轄権限代行として事業化し、ト

ンネルを主体とした延長約３km のバイパス道路である。 

本年度は、十津川村
と つ か わ む ら

長
な が

殿
と の

地区の環境調査、用地調査、用地買収、橋梁上下部工事を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要

標準断面図 （単位：ｍ） 

（トンネル部） （橋梁部） 
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168 五條
ご じ ょ う

新宮
し ん ぐ う

道路（風屋
か ぜ や

川津
か わ つ

・宇
う

宮原
ぐ わ ら

工区） 延長 6.9 ㎞ 

五條
ご じ ょ う

新宮
し ん ぐ う

道路（風屋
か ぜ や

川津
か わ つ

・宇
う

宮原
ぐ わ ら

工区）は、平成２３年９月の紀伊半島大水害において甚

大な被害が発生したことを受け、当該区間の抜本的対策として計画、平成２５年度に直轄

権限代行として事業化し、トンネルを主体とした延長約７km のバイパス道路である。 

本年度は、十津川村
と つ か わ む ら

風屋
か ぜ や

川津
か わ つ

工区及び宇
う

宮原
ぐ わ ら

工区の環境調査、水文調査、構造物等設計、

用地調査、用地買収、および橋梁下部工事を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168 十津川
と つ か わ

道路（Ⅱ期） 延長 5.6 ㎞ 

十津川
と つ か わ

道路（Ⅱ期）は、太平洋沿岸部と紀伊半島内陸部の連携強化を図る地域高規格道

路五條新宮道路の一部を構成し、一般国道１６８号の線形改良、幅員確保、走行時間短縮、

交通安全の確保などを目的として計画、令和２年度から直轄権限代行事業として新規事業

化し、トンネルおよび橋梁を主体とした延長約６km のバイパス道路である。 

本年度は、七色
なないろ

～平谷
ひらだに

地区間の測量、水文調査、地質調査、および道路設計を推進する。 

 

 

（橋梁部）   （トンネル部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準断面図 （単位：ｍ） 概要
（トンネル部） 

（橋梁部） 

（土工部） 

概要 標準断面図 （単位：ｍ） 
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その他 

■主要事業 

25 名阪
め い は ん

道路（名阪
め い は ん

国道）     延長 17.0 ㎞ 

 

 名阪
めいはん

道路（名阪
めいはん

国道）は、東名
ひがしめい

阪
はん

、西名
にしめい

阪
はん

自動車道に接続し、大阪～名古屋間を最短距

離で結ぶ重要な幹線道路であるとともに、名神
めいしん

高速道路の代替機能をもつ自動車専用道路

である。 

 名阪
めいはん

道路検討会（H14.10 設立，座長：京都大学 飯田
い い だ

恭
やす

敬
のり

 名誉教授）において、平成１

６年３月に「名阪
めいはん

国道スマートアップ計画」を策定し、道路構造やインターチェンジ構造

の見直し、交通安全対策等を進めているところである。 

 また、名阪
めいはん

道路（名阪
めいはん

国道）は平成２７年度で供用後５０年の節目を迎え、平成１８年

１０月には山添
やまぞえ

橋の主桁部および床版部の損傷による通行止めが発生するなど、車両の大

型化や交通量の増大、老朽化等により、橋梁保全対策の必要性がますます高まっている。 

 なお、平成２８年度より三重県境から針
はり

ＩＣまでの区間の管理を中部地方整備局北勢国

道事務所に移管している。 

本年度は、引き続き「名阪
めいはん

国道スマートアップ計画」等に基づく交通事故対策とともに、

必要な道路設計を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要

標準断面図 （単位：ｍ） 

（登坂車線） 

Ｅ25 
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25 斑鳩
い か る が

バイパス 

（いかるがパークウェイ〔新たつたみち〕） 延長 4.7 ㎞ 
 

 斑鳩
いかるが

バイパスは、国道２５号の斑鳩町
いかるがちょう

市街部における交通混雑の緩和、交通安全の確保

及び斑鳩町
いかるがちょう

の活性化を図るために計画された斑鳩町
いかるがちょう

幸前
こうぜん

から同町龍田
た つ た

に至るバイパス道路

である。 

本道路は、歴史・文化のまちに調和した、潤いのあるパークウェイとなるよう整備を進

めており、令和２年８月までに生駒
い こ ま

郡斑鳩町
いかるがちょう

小吉田
こ よ し だ

～生駒
い こ ま

郡斑鳩町
いかるがちょう

龍田
た つ た

西
にし

地区 1.6 ㎞が開

通している。 

本年度は、幸前
こうぜん

～(主)大和高田
や ま と た か だ

斑鳩
いかるが

線間においては、道路設計、 (主)大和高田
や ま と た か だ

斑鳩
いかるが

線～

生駒
い こ ま

郡斑鳩町
いかるがちょう

小吉田
こ よ し だ

地区においては、埋蔵文化財調査、道路設計、用地調査、および用地

買収を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

概要図 

標準断面図 （単位：ｍ） 



 

 - 15 -

165 香芝
か し ば

柏原
か し わ ら

改良 延長 2.8 ㎞ 

 

香芝
か し ば

柏原
かしわら

改良は、奈良県・大阪府県境区間の交通混雑の緩和、線形改良による交通事故

の低減、異常気象時通行規制区間の解消により、安全かつ円滑な交通の確保等を目的とす

る道路である。 

 本道路は、平成２２年３月に都市計画決定がなされ、平成２３年度に事業化された。 

本年度は、全線にわたり環境調査、道路設計、および用地買収を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要

標準断面図 （単位：ｍ） 
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165 大和高田
や ま と た か だ

バイパス    延長 14.4 ㎞ 

 大和高田
や ま と た か だ

バイパスは、地域高規格道路である南阪奈
みなみはんな

道路の一部を構成し、奈良中南部と

大阪経済圏の連結の強化や関西国際空港へのアクセスの強化を図るとともに、大和高田市

および橿原
かしはら

市街地等における現国道の交通混雑の緩和を図るために計画された香芝
か し ば

市
し

穴
あな

虫
むし

から橿原
かしはら

市
し

四条
しじょう

町
ちょう

に至る道路である。本道路は、平成７年７月２７日に平面部の一部、平

成１５年１１月３０日に高架部全線が開通した。 

 本年度は、残る葛城
かつらぎ

市域の未整備区間（當麻
た い ま

方
ほう

～太田
お お た

）で道路設計、用地調査および用

地買収を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （高架部：葛城
かつらぎ

市
し

太田
お お た

～橿原市
か し は ら し

四条町）   （平面部：香芝市
か し ば し

穴
あな

虫
むし

～葛城
かつらぎ

市
し

太田
お お た

） 

 

 

 

概要

標準断面図 （単位：ｍ） 

穴 虫
5.4km 166号

（當麻）

3.8km 24号
（東室）

2.4km 県 道
（新堂）

2.8km
四条町穴 虫

5.4km 166号
（當麻）

3.8km 24号
（東室）

2.4km 県 道
（新堂）

2.8km
四条町

Ｅ91 
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■ＶＳＰ 
国土交通省では清掃用具等の支給により、国道の清掃・美化活動に取り組むボランティ

ア活動を支援しています。奈良国道事務所では現在、国道２４号１１団体（うち１団体は

国道１６５号も対象）、国道２５号４団体の計１５団体とボランティア・サポート・プログ

ラムの実施に係る協定を締結しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■道路協力団体 
道路協力団体制度により、道路における身近な課題の解消や、道路利用者のニーズへの

きめ細やかな対応などの業務に自発的に取り組む民間団体等を支援しています。 

奈良国道道事務所では、「ＮＰＯ法人なら好き人のつどい（平成２８年１２月指定）」の

方々が、道路の清掃活動、「Ｒ２４道の市場（物販）」の開催したほか、道をテーマに奈良

の過去と未来を考えるための「奈良を学ぶ勉強会」を開催し、冊子として「つなぐつづく

道～古代から未来へ～」を取りまとめ、奈良に住む人、奈良に関わる人と一緒に、奈良の

未来について考えていく取り組みも進めています。 

 

 

 

 

 

 

国道２４号清掃状況                   収益活動(Ｒ２４道の市場) 
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■情報発信 
奈良国道ホームページ（インターネット、携帯サイト及びＳＮＳ）で、名阪国道をはじ

めとする管内の直轄国道の道路状況をリアルタイムで情報発信する。 

  【奈良国道事務所ホームページ】 

   インターネット（パソコン） ：ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｋｋｒ．ｍｌｉｔ．ｇｏ．ｊｐ/ｎａｒａ 

インターネット(携帯電話)  ：ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｋｋｒ．ｍｌｉｔ．ｇｏ．ｊｐ/ｎａｒａ/ｉ/ 

ツイッター（@mlit_narakoku） ：ｈｔｔｐｓ：//ｔｗｉｔｔｅｒ．ｃｏｍ/ｍｌｉｔ_ｎａｒａｋｏｋｕ 

 

■ 道路緊急ダイヤル ： ♯９９１０ 

 

 

 
 

※運転中の通話は道路交通法により禁止されています。安全な場所に停車してからの

ご連絡をお願いします。 

奈良国道事務所 

〒630-8115 奈良市大宮町 3丁目 5-11 

 ℡．0742-33-1391（代表・総務課） 

   0742-33-1392（経理課） 

   0742-33-1393（用地第一課･第二課） 

   0742-33-1413（工務課） 

   0742-34-3667（品質確保課） 

   0742-33-1638（計画課） 

   0742-33-1639（管理第一課） 

   0742-33-1394（管理第二課） 

奈良維持出張所        橿原維持出張所 

〒630-8031 奈良市柏木町 386-3         〒634-0834 橿原市雲梯町 273-3 

 ℡．0742-34-3581㈹              ℡．0744-23-8781㈹ 

 

 


